
ワールドマスターズゲームズ２０２７関西鳥取県実行委員会 

ボランティアセンター運営委託業務 企画提案実施要領 

 

１ 業務の目的 

本件業務は、ワールドマスターズゲームズ２０２７関西（以下「ＷＭＧ」という。）において、ＷＭ

Ｇ成功の担い手となるボランティアを募集・配置・研修等を行うためのセンターの運営を行う。 

業務にあたっては、ワールドマスターズゲームズ２０２７関西鳥取県実行委員会（以下「県実行委

員会」という。）と協議、調整を行いながら業務を行うものとする。 

 

２ 業務の概要 

（１）業務名 

ワールドマスターズゲームズ２０２７関西鳥取県実行委員会ボランティアセンター運営委託業務 

（２）業務内容 

  ワールドマスターズゲームズ２０２７関西鳥取県実行委員会ボランティアセンター運営委託業務

仕様書による。 

（３）委託期間 

契約締結日から令和９年３月３１日まで 

（４）予算額 

金１４，３２８，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

３ 参加資格要件 

本企画提案に参加できる者は、下記（１）～（６）の要件を全て満たす単独企業、又は共同企業体と

する。ただし、共同企業体の場合には、下記（２）の要件については、構成員のうちいずれか一者以上

が満たせばよいこととする。 

なお、一提案者が複数の企画提案をすること、および代表構成員またはその他の構成員として複数

の提案をすることはできない。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

（２）令和６年鳥取県告示第５０７号（物品等の売買、修理等及び役務の提供に係る調達契約の競争入札

参加者の資格審査の申請手続等について）に基づく競争入札参加資格を有する者であること。 

（３）本件業務の調達公告日から本件業務の企画提案書の提出の日までの間のいずれの日においても、

鳥取県指名競争入札参加資格者指名停止措置要綱（平成７年７月１７日付出第１５７号）第３条第１

項の規定による指名停止措置を受けていない者であること。 

（４）本件業務の調達公告日から本件業務の企画提案書の提出の日までの間のいずれの日においても、

会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定による更生手続開始の申立てが行われた者又は民事

再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手続開始の申立てが行われた者でないこと。 

（５）鳥取県内に本店、支店、営業所又はその他の事業所を有していること。 

（６）県実行委員会と協力・連携体制及び個人情報保護の体制を構築のできるものであること。 

 

 

 

 

 

 



４ スケジュール 

内容 日付 対応様式 

企画提案募集開始 ４月１４日（火）  

質問書提出期限 ４月２２日（水） 様式１ 

質問回答 ４月２４日（金）  

参加表明書等提出期限 ４月２７日（月） 様式２、３ 

参加資格確認結果通知 ４月２８日（火）  

（参加資格不認可の場合）理由説

明要求期限 

５月 ８日（金）  

企画提案書提出期限 ５月 ８日（金） 様式４、５、６ 

審査会開催 ５月中旬（予定）  

審査結果通知 ５月中旬（予定）  

契約締結 ５月下旬（予定）  

 

５ 質問の受付及び回答 

（１）提出方法 

   質問がある場合は、質問書（様式１）に、必要事項を記入の上、電子メールにより送信すること。

なお、送信後は、県実行委員会あてに必ず受信確認の電話をすること。 

（２）受付期間 

令和８年４月１４日（火）から 

令和８年４月２２日（水）午後５時まで（必着） 

（３）回答 

質問に対する回答は県実行委員会ホームページ（https://www.pref.tottori.lg.jp/kansai-wmg/）

に公開する。 

 

６ 参加表明書の提出 

本企画提案への参加を希望する者は、次の書類を県実行委員会に提出すること。 

（１）提出書類 

  ア 企画提案参加表明書（様式２） 

イ 会社・団体等概要（様式３） 

  ウ 共同企業体協定書（写し） 

※案でも可。案の場合は企画提案書の提出時に協定書の写しを提出すること。 

（２）提出方法 

   持参又は郵便等により送付すること。 

なお、郵便等による場合は、書留郵便（親展と明記すること。）又は民間事業者による信書の送達

に関する法律（平成１４年法律第９９号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条

第９項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第２項に規定する信書便の役務のうち書留郵便

に準ずるもの（親展と明記すること。）によること。 

ただし、持参の場合は、午前９時から午後５時まで（土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法

律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する祝日を除く。）とする。 

 

（３）提出期限 

   令和８年４月２７日（月）午後５時まで（必着） 



（４）提出場所 

   〒６８０－８５７０  鳥取市東町一丁目２２０番地 

    ワールドマスターズゲームズ２０２７関西鳥取県実行委員会 

（鳥取県地域社会振興部スポーツ振興局関西ワールドマスターズゲームズ課内） 

    電話  ０８５７－２６－７９１０ 

   電子ﾒｰﾙ  kansai-wmg@pref.tottori.lg.jp 

 

７ 参加資格の確認 

（１）参加資格の確認結果 

６（１）の提出書類により、参加資格の確認を行い、その結果を令和８年４月２８日（火）以降、

書面により通知する。 

（２）参加資格の喪失及び辞退 

   参加資格の確認後に参加資格要件に該当しなくなったときは、参加資格を失う。 

（３）参加資格が認められなかった者に対する説明 

参加資格確認の結果、参加資格が認められなかった者は、令和８年５月８日（金）午後５時まで

（必着）に、書面（任意様式）によりその理由の説明を求めることができる。 

県実行委員会は、書面提出後１週間を目途に書面によりその理由を説明するものとする。 

   

８ 企画提案書の提出 

企画提案書等は、次に定めるところにより作成し、提出すること。 

（１）企画提案に必要な書類 

ア 企画提案届出書（様式４） 

イ 本業務実施フロー（様式５） 

  ウ 企画提案書 

    ※A4 判横型左綴じ、片面印刷 20 ページ以内（表紙・目次はページ数に含めない） 

  エ 企画提案書概要 

    ※A4 判横型、片面 1 ページ 

オ 見積書（任意様式） 

※積算内訳を必ず明記すること。（特に１００万円以上のものは内訳（積算）が必須） 

※宛名は「ワールドマスターズゲームズ２０２７関西鳥取県実行委員会 会長 平井 伸治」と

すること。 

※見積書に記載する金額は、契約申込金額（課税事業者にあっては、消費税及び地方消費税の

額を含めた金額）とし、併せて、内訳として消費税及び地方消費税の額を記載すること。 

カ 個人情報の管理に係る申告書（様式６） 

（２）提出方法 

   持参又は郵便等により送付すること。 

なお、郵便等による場合は、書留郵便（親展と明記すること。）又は民間事業者による信書の送達

に関する法律（平成１４年法律第９９号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条

第９項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第２項に規定する信書便の役務のうち書留郵便

に準ずるもの（親展と明記すること。）によること。 

ただし、持参の場合は、午前９時から午後５時まで（土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法

律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する祝日を除く。）とする。 

（３）提出期限 

   令和８年５月８日（金）午後５時まで（必着） 



（４）提出部数 

   正本１部、副本６部 計７部 

（５）提出場所 

   ６（４）の場所 

 

９ 審査委員会の設置 

（１）審査委員会の名称 

  ワールドマスターズゲームズ２０２７関西鳥取県実行委員会ボランティアセンター運営委託業務プ

ロポーザル審査委員会（以下「審査委員会」という。） 

（２）構成人数 

  審査委員の数は４名以上とし、県実行委員会事務局職員以外の外部有識者を２名以上含むものとす

る。 

 

10 評価方法 

企画提案書の評価は、審査委員会が開催する審査会において、提出された企画提案書とプレゼンテ

ーションに対し、各審査委員が「ワールドマスターズゲームズ２０２７関西鳥取県実行委員会ボラン

ティアセンター運営委託業務企画提案審査要領」（以下「審査要領」という。）の審査項目ごとに採点し

た点数（１００点満点）の平均について、最も高い得点を得た者から順位を付けるものとする。 

 

11 最優秀提案者の選定方法 

（１）10 により最も高い得点を得た者を最優秀提案者として選定する。なお、最優秀提案者以外の者に

ついても、得点順に順位付けを行う。 

（２）審査の結果、同点の場合は審査委員の合議によって最優秀提案者を選定する。 

 

12 審査会 

  別途定める審査要領に基づき、企画提案書によるプレゼンテーション審査を行う。 

  なお、説明で使用する資料はあらかじめ提出した企画提案書のみとし、プロジェクター、スクリーン

等の使用は認めない。 

（１）日時 

   令和８年５月中旬予定（詳細は、参加者に別途連絡する。） 

（２）場所 

   鳥取市内を予定（会場は、参加者に別途連絡する。） 

（３）プレゼンテーションの時間 

   １提案者あたり３５分以内（説明２０分以内、質疑応答１５分以内） 

（４）説明者 

   １提案者あたり４名以内（補助者を含む。） 

（５）審査会に参加しない提案者の企画提案書は無効とする。 

 

13 審査結果 

  審査結果は、参加者全員（共同企業体の場合は構成員の代表者）に文書にて通知するとともに、鳥取

県ホームページに、企画提案参加者数及び選定された者の名称を記載する。 

 

 



14 契約の締結 

（１）契約の締結対象者 

県実行委員会は、審査委員会が選定した最優秀提案者と契約締結の協議を行い、見積書を徴して、

ワールドマスターズゲームズ２０２７関西鳥取県実行委員会ボランティアセンター運営委託業務契

約（以下「契約」という。）を締結する。この協議には、企画提案書の趣旨を逸脱しない範囲での内

容の変更協議も含む。協議が不調のときは、審査会により順位付けられた上位の者から順に契約の

締結の協議を行う。 

 

15 その他 

（１）この手続きにおいて使用する言語は日本語、通貨は円とする。 

（２）この手続きの参加に要する全ての費用は、参加者の負担とする。 

（３）提出された書類は返却しない。なお、県実行委員会に掲出された書類は、鳥取県情報公開条例（平

成１２年鳥取県条例第２号）第３８条の規定を適用するが、提案者に無断でプロポーザル以外の用途

には使用しない。 

（４）提出期限以降における書類の差し替え及び再提出は認めない。 

（５）著作権の取扱い 

ア 選定された提案者の企画提案書に係る一切の著作権は実行委員会に帰属し、無償で県実行委員

会に譲渡するものとする。ただし、契約締結前にあっては提案者に帰属するものとする。 

イ 選定されなかった提案者の企画提案書に係る著作権は、提案者に帰属するものとする。 

ウ 実行委員会は提案者に対して、企画提案書に係る著作権の使用に係る一切の対価を支払わない

ものとする。また、企画提案内容に含まれる著作権、特許権など、法律に基づいて保護される第

三者の権利の対象となっているものを使用した結果生じた責任は、提案者が負うものとする。 

（６）参加表明書を提出した場合であっても、企画提案書の提出がなされていない場合は、辞退したもの

とする。 

（７）参加者は、企画提案書の提出をもって、本実施要領等の記載内容に同意したものとする。 

（８）企画提案書の提出後に辞退する場合は、審査会開催日（土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法

律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する祝日を除く。）前日の正午までに、辞退届（様式自由）

を県実行委員会に持参又は郵送により申し出ること。 

（９）暴力団の排除 

契約の相手方（以下「受注者」という。）が次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、契約を

解除することができる旨契約書に記載するものとする。 

なお、受注者が次に掲げる事項のいずれかに該当することを理由に実行委員会が契約を解除する

ときは、受注者は違約金として契約金額の１０分の１に相当する金額を実行委員会に支払わなけれ

ばならない。 

また、受注者が次に掲げる事項のいずれかに該当するかどうかを鳥取県警察本部に照会する場合

がある。 

ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規

定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は暴力団の構成員（以下「暴力団員」という。）であ

ると認められるとき。 

イ 次に掲げる行為の相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら当該行為を行ったと

認められるとき。 

（ア）暴力団員を役員等（受注者が法人の場合にあってはその役員及び経営に事実上参加している

者を、受注者が任意の団体にあってはその代表者及び経営に事実上参加している者をいい、非

常勤を含むものとする。以下同じ。）とすることその他暴力団又は暴力団員を経営に関与させる

こと。 

（イ）暴力団員を雇用すること。 

（ウ）暴力団又は暴力団員を代理、あっせん、仲介、交渉等のために使用すること。 



（エ）いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財

産上の利益を与えること。 

（オ）暴力団又は暴力団員を問題の解決等のために利用すること。 

（カ）役員等が暴力団又は暴力団員と密接な交際をすること。 

（キ）暴力団若しくは暴力団員であること又は（ア）から（カ）までに掲げる行為を行うものであ

ると知りながら、その者に物品の製造、仕入れ、納入その他業務を下請等させること。 

 

16 書類の提出先及び問い合わせ先 

  〒680-8570 鳥取県鳥取市東町一丁目 220 番地 

  ワールドマスターズゲームズ２０２７関西鳥取県実行委員会事務局 

（関西ワールドマスターズゲームズ課内） 

  担 当：竹本、幸田 

  電 話：0857-26-7910 

  E-mail：kansai-wmg@pref.tottori.lg.jp 

 

 

17 各種書類の交付 

  令和８年４月１４日（火）から同年５月８日（金）までの間に、鳥取県関西ワールドマスターズゲー

ムズ課ホームページから入手するものとする。ただし、これにより難い者には、次により直接交付す

る。 

（１）交付期間及び時間 

  令和８年４月１４日（火）から同年５月８日（金）までの間（土曜日、日曜日及び国民の祝日に関す

る法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する祝日を除く。）の午前９時から午後５時までとする。 

（２）交付場所 

「16 書類の提出先及び問い合わせ先」に同じ 

 


